
奈
良
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
三
十
七
号

奈
良
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
七
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
二
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
の
表
奈
良
県
立
奈
良
病
院
の
項
中
「
放
射
線
科
」
を
「
放
射
線
科

救
急
科
」
に
改

め
る
。

第
八
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
四
条
中
「
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

）
」
を
「
法
」
に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
利
益
の
処
分
）

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

第
四
条

三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
欠
損
金
を
う
め
、
な
お
利
益
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
企
業
債
の

償
還
に
充
て
る
た
め
に
当
該
残
額
の
二
十
分
の
一
を
下
ら
な
い
金
額
（
企
業
債
の
額
か
ら
既
に
積
み

立
て
た
減
債
積
立
金
の
積
立
額
を
控
除
し
た
額
が
当
該
残
額
の
二
十
分
の
一
に
満
た
な
い
と
き
は
、

そ
の
額
）
を
企
業
債
の
額
に
達
す
る
ま
で
、
減
債
積
立
金
と
し
て
積
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
債
積
立
金
を
積
み
立
て
、
な
お
利
益
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
議
会
の
議

決
を
経
て
、
当
該
残
額
の
全
部
又
は
一
部
を
利
益
の
処
分
と
し
て
特
定
の
目
的
の
た
め
に
積
み
立
て

る
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
本
剰
余
金
の
処
分
）

毎
事
業
年
度
生
じ
た
資
本
剰
余
金
の
処
分
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
議

第
五
条

会
の
議
決
を
経
て
、
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

地
方
公
営
企
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
総
理
府
令
第
七
十
三
号
）
第
八
条
第
四
項
（
同
令

第
九
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
減
価
償
却
を
行
う
固
定
資
産

の
う
ち
減
価
償
却
を
行
わ
な
か
つ
た
部
分
に
相
当
す
る
も
の
が
滅
失
し
、
又
は
こ
れ
を
譲
渡
し
、
撤

去
し
、
若
し
く
は
廃
棄
し
た
場
合
に
お
い
て
、
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
資
本
剰
余
金
を
取
り
崩
し

て
当
該
損
失
を
う
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
欠
損
の
処
理
）

法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
欠
損
金
を
う
め
、
な
お
欠
損
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、

第
六
条

翌
事
業
年
度
へ
繰
り
越
す
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
積
立

金
を
も
つ
て
う
め
、
な
お
欠
損
金
に
残
額
が
あ
る
と
き
は
、
資
本
剰
余
金
（
前
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
取
り
崩
す
こ
と
が
で
き
る
部
分
を
除
く
。
）
を
も
つ
て
う
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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